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会計

今回は、2012年９月から12月まで

に行われた４回のIASB会議の内容

を報告する。

この４か月間の最も重要な動きは、

FASBとのMOUプロジェクトに一定

の目途をつけて、アジェンダ協議の

提案に基づいた新たなプロジェクト

を始動したことである。同時に、

IASB及びIFRS財団はMOUプロジェ

クトの終了を見据えて、IASBと

FASBという２つの基準設定主体で

基準開発をリードしていくという

bilateral（二国型）な体制から、よ

り多くの国の会計準設定主体が議論

に参加するmultilateral（多数国参加

型）な体制への移行を明確に打ち出

し、その新体制に対する国際的承認

を得るという手続に入った。具体的

には、会計基準諮問フォーラム

（ASAF）と呼ばれる、IASBに対す

る新たな諮問グループを創設するこ

とを提案している。このグループは、

各国の会計基準設定主体と財務報告

に関心を有する地域団体で構成され

る予定であり、本稿が出版されるこ

ろにはそのメンバー国が公表されて

いるかもしれないが、日本がこのグ

ループに入れるかどうかが非常に重

要である。

このような流れの中で、この４か

月の議論の中心は、収益認識基準、

保険会計、金融商品の減損であった。

アジェンダ協議の提案に基づいた新

しいプロジェクトについては、最も

注目されるプロジェクトとして概念

フレームワーク・プロジェクトが再

開し、その具体的な取り進め方針に

ついても議論している。さらに、農

業会計、料金規制事業の議論もスター

トした。

なお、金融商品会計の分類と測定

に関しては、2012年11月28日付けで

公開草案が公表されており、コメン

ト締切日は2013年３月28日である。

● 2012年９月20日～28日（FASB

との合同会議およびIASB単独会

議）

● 2012年10月15日～19日（同上）

● 2012年11月19日～21日（同上）

● 2012年12月13日～17日（同上）

再公開草案後の再審議は、スケジュー

ルに沿って、９月に回収可能性、認

識する収益の累計額の制限、貨幣の

時間価値、10月に契約変更、履行義

務の完全な充足に向けての進捗度の

測定の議論を行った。このうち、累

計額の制限と回収可能性については

９月の議論のみではまとまらず、11

月に再審議をして、ようやく決着し

た。11月は他にライセンスの議論を

行い、12月には携帯電話端末の販売

などの分野で大きな懸案事項であっ

た、一部のバンドル契約に対する収

益認識モデルの影響について議論を

行って、一応の決着をみた。

回収可能性

収益認識基準の中で最も重要な議

論の１つが、回収可能性に関する議

論である。そのポイントは、顧客の

信用リスクの調整額の表示の問題で

ある。2011年の公開草案では、顧客

が約束した対価については、その信

用リスクについては調整せず、その

調整額を、当該契約から生じる減損

損失または、収益科目に隣接した別
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会計

個の表示科目として表示しなければ

ならないとしていた。これを、隣接

（adjacent）表示と呼んでいる。

2011年の公開草案において、この

ような提案がなされた背景は、以下

のとおりである。現行の収益認識基

準においては、その取引に関連する

経済的便益が企業に流入する可能性

が高いことが収益認識の条件となっ

ている。すなわち、回収可能な金額

で収益を認識することとなっている。

これに対して、2011年の公開草案で

は、「約束した財又はサービスの移

転を、当該財又はサービスとの交換

で権利を得ると見込んでいる（ex-

pectstobeentitled）対価を反映す

る金額で描写する（IN９）」ことと

なっている。このことにより、2011

年の公開草案に従えば、収益の計上

額に回収可能性の調整が反映されな

くなる。これを補うために、信用リ

スク調整額を収益の金額のすぐ近く

に表示することによって、計上され

た収益認識額に含まれる信用リスク

調整額を読者に理解してもらいやす

くするという趣旨である。

ただし、この隣接表示については、

公開草案が公表された直後から批判

的なコメントが多く寄せられた。指

摘された問題点は、主に、２点である。

１．Day１損失とDay２損失が混同

される。

２．重要な財務要素を含む場合と、

そうでない場合の扱いが異なる。

Day１損失というのは、収益計上

時点での当初の信用リスク調整額で

あり、Day２損失というのは、収益

認識後に増加した信用リスク調整額

の追加で、翌期以降に認識される減

損損失などである。問題は、Day１

損失（今期に計上した収益に係る調

整額）とDay２損失（前期に計上し

た収益に係る調整額の追加）を同じ

隣接表示科目の中で認識してしまっ

た場合、今期の収益獲得金額が不明

確となってしまうことである。

なお、このDay２損失に関しては、

収益の認識において重要な財務要素

を含まない場合にのみ隣接表示が求

められており、重要な財務要素を含

む場合は、その部分については金融

商品会計（IFRS第９号）に従った

処理になることから、通常は、その

他の金融資産（貸付金など）の減損

と同じ表示科目（その他の財務費用

など）に含められる。このため、同

じ収益の認識でありながら、重要な

財務要素を含む場合と、そうでない

場合の扱いが異なってしまう。

以上が隣接表示の主な問題点であ

るが、９月の審議会で議論したのは、

そもそも収益とは、信用リスク調整

額を含めない金額なのか、それとも、

実質的には隣接表示した信用リスク

調整額を含んだものを指すのか、と

いう根本的な意図があいまいになる

のではないかということである。こ

れは、端的には、隣接表示された信

用リスク調整額の下にサブトータル

を表示すべきかどうかということで

ある。

この論点については、結局、９月

の審議会では結論が出ずに、11月の

審議会にて再議論することとなった。

また、９月の審議会では、回収可

能性について閾値（threshold）を設

けるべきかどうかについても議論し

た。暫定決定としては、回収可能性

については閾値を設けるべきではな

いということとなったが、上述の隣

接表示の問題と併せて再議論するこ

ととなった。

11月の審議会では改めて論点を明

確にし、本件について再度議論した。

まず、確認したのは、収益として表

示すべき金額である。議論の結果、

収益の認識額には信用リスクの調整

額を含めないことを再確認し、隣接

表示科目とのサブトータルは表示す

べきではないということについて、

理事の間で共通認識が確認された。

その上で、隣接表示をすることの問

題点が改めて確認され、最終的には、

2011年の公開草案で提案されていた

隣接表示は、これを求めないことと

した。そのかわり、信用リスクの調

整額については、包括利益計算書の

中で「目立つように」（prominent）

表示することとした。

2011年11月のUpdateでは、この

決定について以下のように要約して

いる。

両審議会（IASB及びFASB）は、

重要な財務要素を有していない顧客

との契約の会計処理において、顧客

の信用リスクを扱うための考え得る

アプローチを検討した。両審議会は、

次の事項を暫定的に決定した。

ａ．取引価格、すなわち収益は、

企業が権利を得る対価の金額で

測定すべきである（すなわち、

顧客の信用リスクについて調整

していない金額であり、認識す

る収益は回収可能性の閾値の対

象としない）という2011年ED

の提案を再確認すること

ｂ．顧客との契約から生じる、対

応するすべての減損損失（それ

ぞれの金融商品基準に従って、

当初及び事後に認識される）を、

包括利益計算書に費用として目

立つように表示すること

両審議会は、重要な財務要素を有

する顧客との契約の会計処理に関す

る2011年EDの提案も、暫定的に再

確認した。
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認識する収益の累計額の制限

2011年の公開草案の大きな特徴は、

権利を得ると見込んでいる（expects

tobeentitled）対価を反映する金額

で収益を計上することであるが、一

方で、企業が権利を得ることになる

対価の金額に変動性がある場合には、

企業が現在までに認識する収益の累

計額は、権利を得ることが合理的に

確実な金額を超えないとしている。

このことを、「認識する収益の累計

額の制限」（Constrain）と呼んでいる。

論点は、「対価の金額に変動性が

ある場合」とは何かということと、

「合理的に確実な金額」というもの

をどのように算定するかであり、そ

の要件は何かという点である。この

点について９月に議論をしたがまと

まらず、11月に再度議論することに

なった。

11月の議論では、要件の具体的な

文言を工夫することよりも、そもそ

も制限をする目的は何かということ

を明確にし、その目的に沿って企業

が判断できるようにすべきであると

いう議論になった。その上で、制限

をする目的は、重大な収益の戻入れ

（下方修正）が必要とならないこと

とした。

2011年11月のUpdateでは、この

決定について以下のように要約して

いる。

両審議会は、収益基準で次のこと

を記述すべきだと暫定的に決定した。

収益認識に対する制限の目的は、収

益の認識を、企業が権利を得た変動

対価の金額の見積りの事後的な変更

から生じ得る重大な収益の戻入れ

（つまり、下方修正）が必要となら

ないような金額で行うことであると

いう旨である。企業はこの目的を、

その後の事実及び状況の変化に応じ

て再評価しなければならない。

両審議会は、認識する収益が重大

な戻入れを必要としないであろうと

いう評価を裏付ける十分な経験又は

証拠を有していれば、企業は当該目

的を達成することになると、暫定的

に決定した。両審議会は、この評価

は定性的なものであり、企業は、不

確実な将来の事象から生じる収益の

戻入れのリスクと、仮にそのような

不確実な事象が生じた場合の戻入れ

の規模の両方に関連する、すべての

事実及び状況を考慮する必要がある

と暫定的に決定した。両審議会は、

収益の認識を達成するために必要な

信頼水準については定義しなかった。

しかし、両審議会は、企業が変動対

価について収益を認識するためには、

比較的高い信頼水準が必要となると

いう意図であることを示した。

履行義務の完全な充足に向けての進

捗度の測定

一定期間にわたり充足する履行義

務の識別については７月に議論を行

い、一応の決着をみたが、その進捗

度の測定についてはいくつかの詰め

るべきポイントが残っていた。特に、

日本の製造業などにとって重要なポ

イントとして、他に転用できない部

品や半完成品の製造を行う場合の取

り扱いである。2011年の公開草案な

らびに７月の結論によれば、他に転

用できない部品の製造であって、現

在までに完了した履行について支払

いを受ける権利が確定している場合

には、それは一定の期間にわたり充

足する履行義務となる。一般的に、

部品の製造は、船舶の建造などのよ

うに製造に長期間を要せず、短期間

のサイクルで製造が完了し、適宜、

出荷していくような製品が多い。た

とえば、特定の車種向けの自動車鋼

板などである。

このような製品については、ほと

んどの国において引渡し単位などで

売上を計上していると推定される。

このような製品についても、履行義

務の進捗度の測定を厳密に行う必要

があるのかどうかということを議論

した。

2011年11月のUpdateでは、この

決定について以下のように要約して

いる。

両審議会は、（2011年EDの第35項

に従って）一定の期間にわたって充

足する履行義務の完全な充足に向け

ての進捗度の適切な測定方法として、

企業が「製造単位」又は「引渡し単

位」を使用することについて議論し

た。両審議会は、製造単位又は引渡

し単位などの方法は、以下の状況に

おいては履行義務の充足の際の企業

の履行の合理的な代替数値を提供し

得ると暫定的に決定した。

ａ．製造単位法は、報告期間末に

おけるすべての仕掛品の価値に

重要性がない場合には、企業の

履行の合理的な代替数値を提供

し得る。

ｂ．引渡し単位法は、次の両方を

満たす場合には、企業の履行の

合理的な代替数値を提供し得る。

ⅰ．報告期間末におけるすべて

の仕掛品の価値に重要性がな

い

ⅱ．報告期間末において、製造

したが顧客にまだ引渡してい

ないすべての単位の価値に重

要性がない

ライセンス契約

ライセンス契約については７月に

一度議論を行ったがまとまらず、11
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月に再審議を行った。ラインセンス

契約については、それを物品の販売

のように一時点で充足される履行義

務であると考えるのか、それとも、

サービスのように、ライセンス期間

にわたって充足される履行義務であ

ると考えるのかという問題がある。

ライセンスというものを権利の移転

と考えれば、それは一時点で充足さ

れる履行義務となる。たとえば、映

画を記録したDVDの販売などであ

る。一方で、ライセンスは権利の売

買ではなく、ライセンス提供者が所

有する知的財産権へのアクセスの提

供だと考えれば、それはライセンス

期間にわたって充足される履行義務

となる。たとえば、一定期間の番組

閲覧などである。

議論の結果、ライセンスにはさま

ざまな形態があり、ライセンスの収

益認識を正しく行うためには、ライ

センスに関する約束の性質を見極め

る必要があるという結論に達した。

2011年11月のUpdateでは、この

決定について以下のように要約して

いる。

両審議会は、ライセンスにおける

約束の性質を判断する際に、企業は

ライセンスの特徴を検討すべきであ

ると暫定的に決定した。両審議会は

また、次のような特徴は、ライセン

スにおける約束の性質が権利を提供

するという約束を表すことを示して

いる可能性があると暫定的に決定し

た。

ａ．ライセンスという形態で顧客

に移転された権利が、有形財と

同様に、企業の知的財産のアウ

トプットを表している。

ｂ．企業の知的財産の価値にほと

んど又は全く影響を与えること

なく、企業が当該ライセンスを

容易に複製することができる。

ｃ．顧客が当該権利をどのように、

いつ使用するのか（つまり、資

産からの便益をいつ消費するの

か）を決定することができ、顧

客は、企業の追加的な履行がな

くても、当該便益を消費するこ

とができる。

このような特徴が存在しない

場合には、ライセンスは、企業

の知的財産にアクセスするサー

ビスを提供する約束を表すこと

になる。そのような場合には、

知的財産へのアクセスが要求さ

れる。

一部のバンドル契約に対する収益認

識モデル

携帯電話の端末などは、端末その

ものを購入する際に、通信会社と２

年間の回線使用契約を結ぶことが義

務付けられているケースがある。た

とえば、端末価格はゼロ円で、２年

間の回線使用料が少し高めとなり、

かつ、契約を中断する場合には違約

金を求められる。この契約の実態を

どう把握して、どう収益認識を計上

すべきなのかが大きな問題である。

現行実務では、仮に、端末販売価格

がゼロ円であれば収益は計上せずに、

回線使用料が入金される都度、収益

を認識するというのが一般的である。

これに対して公開草案の提案では、

取引価格を適正に配分することを求

めているので、端末販売価格が仮に

ゼロ円であったとしても、収益認識

が必要となる。この点について、通

信業界から、キャシュ・フローとか

け離れた収益認識基準となり、実務

上の複雑性が増すことと、保守的で

はないという観点から、何らかの特

例扱いをすることが求められていた。

12月の会議ではこの点について、

通信業界の事情について理解するも

のの、通信業界のためだけの特例を

認める合理性がないこと、また、通

信業界だけの特例とせずに何らかの

判断基準を設けるとした場合に、今

の収益認識基準の基本的な考え方を

揺るがす可能性があることなどから、

結局、本件について特別扱いはしな

いという公開草案の考え方を維持す

ることとなった。

ただし、実務負担を大幅に軽減す

ることを目的として、個別の契約ご

とに収益認識せずに、ポートフォリ

オで処理することが可能であるとい

うことを明確にした。

12月のUpdateでは、以下のよう

に要約されている。

両審議会は、企業が顧客に対しサー

ビスとそのサービス提供に関連する

区別できる財を一緒に移転すること

を約束するバンドル契約（このよう

なバンドル契約は通信及び衛星テレ

ビ業界では一般的である）における、

�取引価格の配分及び�契約獲得コ

ストの会計処理に関する2011年ED

の提案の修正の可能性について議論

した。両審議会は、2011年EDの提

案を維持し、これらのバンドル契約

のために特に修正を行わないと暫定

的に決定した（特に、�上記の明確

化の対象となる取引価格の配分、及

び�契約獲得コストの会計処理に関

する2011年EDの提案は修正しない）。

また両審議会は、収益基準におい

て、企業は2011年EDの第６項に記

載されているポートフォリオ・アプ

ローチを使用して、これらのバンド

ル契約に2011年EDの提案を適用し

得ることを明確化すると暫定的に決

定した。すなわち、企業は、2011年

EDの原則を、類似の特徴を有する
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契約のポートフォリオに適用するこ

とができる。これは、そのようにし

た場合の結果が、提案を個々の契約

又は履行義務に適用した結果と大き

く異ならないであろうと企業が合理

的に見込んでいることが条件である。

レビュー・ドラフトか再公開か

保険契約プロジェクトについては、

公開草案公表後の審議も進んできた

ため、10月の審議会においては、保

険契約プロジェクトの今後の取り進

め方についての議論があった。

保険プロジェクトについては、す

でにプロジェクトを開始してから10

年以上経過していること、その間、

IFRSには正式な保険会計が存在せ

ず、IFRS第４号に基づく暫定的な

扱いのままとなっているため、でき

るだけ早く最終基準を公表する必要

があること、公開草案公表後の暫定

決定に基づくワーキング・ドラフト

は常にアップデートされており、保

険ワーキンググループなどを通じて

関係者のフィードバックも得た上で、

ワーキング・ドラフトを見直してき

ていることなどの理由から、再公開

というプロセスは採らずにレビュー・

ドラフトを公表した上で、最終基準

を完成させるべきであるという意見

があった。

一方で、個別の暫定決定を統合し

た結果、全体像として、十分に完成

度の高いものになっているのかどう

かという点に関して関係者の意見を

しっかり聞く必要があり、その結果、

モデルの全体調整をする必要がある

のではないかという強い意見もあっ

た。しかし、最終的には、再審議の

過程で行った調整の中には、当初の

公開草案の内容を大きく変更するも

のもあるため、デュープロセスとし

て再公開は必要であるという意見が

大宗を占めた。ただし、全面的な再

審議を前提とした再公開のプロセス

を採った場合には、その審議と最終

基準の確定までに、２年間ほどの時

間を要する。したがって、IASBは

質問項目を限定した上での限定的再

公開をすることとした。

Updateではこれを以下のように

要約している。

比較衡量の結果、IASBは、保険

契約の会計処理案の改訂公開草案を

公表するが、次の論点のみについて

フィードバックを求めることを決定

した。

ａ．有配当契約の測定に使用する

キャッシュ・フローは、基礎と

なる項目の会計処理に使用する

キャッシュ・フローを基礎とす

べきであるという要求（ミラー

リング・アプローチ）

ｂ．包括利益計算書に保険料を表

示するという要求。これには以

下の２つの付随決定が含まれる。

ⅰ．保険料のうち投資要素に関

連する部分は、包括利益計算

書に表示する保険料から除外

する。

ⅱ．保険料を稼得ベースで包括

利益計算書に配分する（将来

の会議で議論する予定）。

ｃ．将来キャッシュ・フローの見

積りの変動を相殺するために残

余マージンを使用するという要

求（アンロッキング）

ｄ．保険契約負債の測定に使用す

る割引率の変動をその他の包括

利益に表示するという要求

ｅ．経過措置案（９月の会議での

暫定的な決定や、将来の会議で

の決定事項を含む）

また、IASBは、公開草案に基準

案のすべての文言を含めることに留

意したが、再公開後に、IASBは上

記で設定した対象範囲以外の基準案

については再検討するつもりがない

ということを関係者に明確に伝える

必要がある。

包括利益計算書の表示

公開草案では、包括利益計算書の

中において、トップラインに収益を

表示せずに、トップラインを稼得マー

ジンからスタートする（要約マージ

ン・アプローチ）を提案していた。

しかしながら、関係者から、包括利

益計算書にトップラインは必要であ

るという強い要望があり、IASBで

はどのような形でトップラインの開

示をすべきであるのかについて審議

を行ってきた。

現在、公開草案で提案されている

ビルディング・ブロック・アプロー

チは、保険負債の見積りを基礎とし

てマージンを計算するので、通常の

取引のように、まず、売上高や収益

があって、そこから費用を差し引い

てマージン計算するというアプロー

チとは根本的に異なる。したがって、

通常の取引であれば、おのずと収益

がトップラインにきてすべてがスター

トするのであるが、ビルディング・

ブロック・アプローチではその方法

が採れない。誤解をおそれずに分か

りやすく説明すると、もし、あえて

ビルディング・ブロック・アプロー

チの下でトップラインを表示すると

すれば、保険負債の変動から逆算し

た収益を計上することにならざるを

得ない。このため、IASBはビルディ

ング・ブロック・アプローチで計算

した保険負債の変動から導き出され
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た収益（earnedpremium：既経過保

険料）を、トップラインに計上する

ことを提案した。

一方で、現行実務においては、キャッ

シュ・フローをベースにした期日到

来保険料（premiumdue）を収益と

認識しており、保険業務の業績とし

て理解され、定着している。したがっ

て、実務として定着している期日到

来保険料を既経過保険料に切り替え

ることのベネフィットがあるのかど

うかという疑問もある。また、既経

過保険料は見積りに基づいた理論値

であるため、どこまで正確で信頼性

のある数字が補足できるのかという

心配もある。さらには、既経過保険

料は、実質的には保険金の支払いを

保険業務の主たる履行義務としてと

らえることとなるが、保険業務の履

行義務は保険金の支払いばかりでは

ない。むしろ、保険金の支払いに至

るまで、保険契約者に安心を与える

のが保険業務の主たる履行義務であ

るともいえるため、既経過保険料を

業績としてトップラインに掲示する

のが本当に正しい方法であるのかど

うかという根本的な疑問もある。

しかしながら、包括利益計算書の

中で何らかの数字を独立掲示するな

らば、その数字は財務諸表の他の項

目と整合的でなければならない。残

念ながら、ビルディング・ブロック・

アプローチで計算した財務諸表の中

に、期日到来保険料を整合的に組み

込むことはできない。したがって、

必ずしもベストの選択ではないかも

しれないが、あえてトップラインを

掲示するとなれば、既経過保険料を

掲示することとなる。

Updateではこの点を以下のよう

に要約している。

両審議会は、保険者の包括利益計

算書に表示する保険料及び保険金は、

既経過保険料表示を適用して算定す

べきであり、それにより、保険料を

保険者が期間中に提供したカバー

（及びその他のサービス）の価値に

比例して各期間に配分し、保険金を

発生時に表示すべきであると暫定的

に決定した。

金融商品会計の減損会計について

は、FASBが独自に米国国内で行っ

たアウトリーチの結果を受けて、こ

れまでの合同会議での合意事項とは

異なる方法を模索し、代替的なアプ

ローチを提案する独自の公開草案を

公表した。その内容の紹介は割愛す

るが、その骨子は、残存期間全体に

わたる予想損失を当初に認識すると

いうものである。

一方で、IASBでは、FASBでの議

論の方向性を注視すべく、決定を伴

う審議は行わず、FASBの代替的手

法の方向性が明確になった段階で、

議論を再開した。また、この間、

IASBは積極的にアウトリーチを行

い、これまでの暫定決定である３バ

ケット・アプローチに対する意見を

聴取した。私自身も、日中韓３か国

会議において、関係者の反応につい

て直接ご意見を伺う機会があった。

IASBでは決定を伴う審議は中断

していたものの、教育セッションは

活発に行われ、これまでのアウトリー

チの結果について、適宜、IASB理

事に対してフィードバックしている。

それによれば、市場関係者の大半が、

信用度が悪化した資産と悪化してい

ない資産を区別することが最も重要

であるとの認識であった。ただ、信

用度の悪化をどのように判断し、い

つ残存期間全体の損失を認識するの

かについての実務上の複雑性につい

て、強い懸念が示された。

11月の審議会においては、上述の

懸念に対処する方法を検討した。

IASBはこれまでの暫定決定である

３バケット・アプローチを維持した

上で、残存期間全体の予想損失の認

識規準を明確化する方法を提案する

こととした。具体的な提案としては、

当初認識時以降に信用リスクが増大

したことにより、金融資産が異なる

形で価格付けされる場合が１つの判

断基準であり、それを判断する基準

は、「投資適格」（investmentgrade）

を下回っているかどうかということ

を重要な指針とするというものであ

る。

Updateでは以下のように要約さ

れている。

IASBは、要求事項を簡素化して

要件を１つだけにすることを暫定的

に決定した。すなわち、企業は当初

認識時以降に重要な信用度の悪化

（資産の期間と当初の信用の質を考

慮して）があった場合に３バケット

モデルにおいて残存期間全体の予想

損失を認識すべきである。重要な悪

化の一例は、当初認識時以降に信用

リスクが増大したことにより金融資

産が異なる形で価格付けされる場合

などである。

信用度が高い資産について信用リ

スクの悪化の評価を行うことの複雑

性とコストを軽減するため、IASB

は、信用度の高い資産については、

残存期間全体の予想損失を認識する

のは「投資適格」を下回るような悪

化の場合とすることも暫定的に決定

した。

ただし、このような「投資適格」

という言葉は、格付機関などが用い
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る用語であり、さまざまな機関がさ

まざまな定義をしているため、この

言葉を用いることは、かえって混乱

を招く危険性がある。したがい、基

準本文では「投資適格」という言葉

そのものは用いない予定である。

また、IASBは実務上の複雑性を

軽減するために以下の暫定決定も行っ

た。

ａ．企業が要求事項を適用する際に

考慮する借手固有の情報には、延

滞情報が含まれる。また、資産が

30日延滞していれば残存期間全体

の予想損失の認識の要件に該当す

るという反証可能な推定を、その

推定が反証された場合の開示とと

もに盛り込む。

ｂ．企業は、残存期間全体の予想損

失の要件の評価に、12か月のデフォ

ルト確率を使用することができる。

ただし、残存期間全体のデフォル

ト確率を使用した場合には同じ結

果にならないことを示唆する情報

がある場合（損失カーブが異常な

場合など）を除く。

IASBはアジェンダ協議に基づい

た新たなプロジェクトをスタートし

た。その中で、早速、議論の大きな

進展があったのは農業会計である。

IAS第41号「農業」は生物資産につ

いてはその生育に基づいて公正価値

評価を行い、その差額を損益に計上

することを求めている。その理由は、

たとえば、植林事業などのように、

植林から切り出して出荷するまで何

十年もかかるような産業について、

その何十年間にわたって全く収益が

計上できないのは不合理であるため、

途中の生育段階での資産価値の増大

を財務諸表に反映させるべきである

からである。

ところが、たとえば、パーム油を

生産するパームツリーなどは、樹木

そのものを売却することを目的とし

て植林しているわけではない。パー

ムツリーは生産が終了すれば廃棄処

分される。したがって、パームツリー

などは農業生産物そのものではなく、

農業生産物を生産する生産手段であ

り、会計上は工場や製造設備と同等

に扱う方がよりフィットするのでは

ないかという議論がある。このよう

な資産を、果実生成型生物資産

（BearerBiologicalAsset:BBA）と

呼んでいる。論点は、このBBAにつ

いてIAS第41号の適用の除外とし、

IAS第16号「有形固定資産」を適用

できないかという点である。

このような論点はパーム油が国家

の主たる産業であるマレーシアなど

が強く主張してきており、同国の会

計基準設定主体が問題解決の方法を

模索してきた。このため、このプロ

ジェクトに取り組むにあたって、マ

レーシア企業会計基準委員会

（MASB）とAOSSG（アジア・オセ

アニア基準設定主体グループ）が長

年積み上げてきたリサーチの成果を

最大限活かすような形でプロジェク

トがスタートした。

本プロジェクトで最も難しいポイ

ントはBBAの定義とその範囲である。

パームツリーのようなものは分かり

やすいが、たとえば、乳牛などは牛

乳を生産した後に最終的には食肉や

皮革の材料にもなる。しかし、イン

ドでは、宗教上の理由で牛を食肉と

して扱うことはない。

議論の上、IASBは以下の決定を

行った。

IASBは、IAS第41号の改訂の範囲
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を、植物である果実生成型生物資産

に限定すべきであると暫定的に決定

した。家畜をIAS第41号の改訂の範

囲に含めると、原価モデルの使用が

より複雑となる。さらに、IASBの

アジェンダ協議へのコメント提出者

が提起した懸念は、家畜ではなく、

果実生成型穀物に関連するものであ

る。IASBは、植物が消費型の性質

を有さない場合には果実生成型生物

資産であると定義することを暫定的

に決定した。これは、それらが農産

物の生産又は供給にのみ使用できる

（そのため、果実生成型生物資産と

しての使用以外の代替的な用法は存

在しない）ことを意味する。

アジェンダコンサルテーションの

中で、最も重要視されたプロジェク

トが概念フレームワークである。

IASBはこのプロジェクトを最優先

課題として取り上げ、2015年９月ま

でに完成することを目途とし、それ

を実現するための効率的なプロジェ

クトの進め方について議論した。

この点については11月のUpdate

で以下のように記述されている。

IASBは、概念フレームワークの

プロジェクトの再開方法について議

論し、全員一致で次のアプローチに

賛成した。

ａ．プロジェクトは、財務諸表の

構成要素（認識及び認識の中止

を含む）、測定、報告企業、表

示及び開示に焦点を絞るべきで

ある。

ｂ．目的は、領域ごとの個別の文

書ではなく、これらの領域すべ

てを網羅する単一のディスカッ

ション・ペーパー及びその後の

単一の公開草案に向けて作業す

ることとすべきである。

ｃ．IASBは、このプロジェクト

をIASBのプロジェクトとして

実施し、他の会計基準設定主体

との共同プロジェクトとしない。

ｄ．IASBはこのプロジェクトの

ための諮問グループを設けるべ

きである。各国会計基準設定主

体又は会計基準設定主体の地域

的な組織が、当該グループのメ

ンバーの重要な割合を構成すべ

きである。

ｅ．IASBは2015年９月までにこ

のプロジェクトを完了すべきで

ある。

誌幅の関係で詳しくは取り上げな

かったが、アジェンダ協議の結果を

受けてスタートしたプロジェクトの

１つに、料金規制事業がある。これ

は主にカナダの要請を受けてスター

トしたものである。カナダはIFRS

の強制適用をすでにスタートしてい

るが、現行のIFRSには料金規制事

業に関する基準がないため、料金規

制事業を行っている企業に関しては、

料金規制事業会計のある米国基準の

適用を一時的に容認している。

このため、IASBは料金規制事業

のプロジェクトをスタートしたが、

プロジェクトの終了までは時間がか

かるので、それまでの間、カナダの

料金規制産業などがIFRSを使用で

きるように中間的な措置を講じる予

定である。

このように、IASBはマレーシア

やインド、カナダなど各国の事情も

斟酌しながら、国際的に広く多くの

国々が受け入れることができるよう

な基準の策定を目指している。一国

の基準をそのまま他国に無理に当て

はめるというものではない。
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